
国民年金保険料の免除申請が可能です！
臨時特例の申立に用いる所得見込額について

令和４年度分の学生納付特例対象期間は、令和４年４月分から令和５年３月分までです。

１．簡易な所得見込の計算に用いることができる期間

令和４年度の学生納付特例申請については、簡易な所得見込の計算に用いることができる所得の

期間は、令和３年１月分以降のいずれかの月です。

令和３年１月 令和４年1月7月

［所得］

年間所得に換算（簡易な所得見込）

令和４年度 学生納付特例

例えば・・

［学生納付特例］

令和４年度分の簡易な所得見込の計算に使えるのは令和３年１月以降の月です。

令和２年１２月以前の月は令和４年度申請には用いれません。

２．令和２年度申請を併せて受け付ける際の給与所得控除等の注意点について

なお、令和３年度の学生納付特例申請については、令和４年５月以降の月は、簡易な所得見込の

計算に用いることはできません。

令和４年1月 5月

令和３年度 学生納付特例

税制改正により、令和２年中の所得の計算から給与所得控除、公的年金等控除の額が改正されたため、

令和２年度と、令和３年度及び４年度の簡易な所得見込計算の控除額が異なりますので、過年度申請

を受け付ける際は、引き続きご注意下さい。

［学生納付特例］

令和４年度 学生納付特例申請

○ ○

7月

○ ○ ×

令和３年１月

［所得］
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○

令和２年度の申請における簡易な所得見込

令和２年２月から令和３年４月までのいずれかの月の所得×１２（月） ー ６５万円

令和３年度の申請における簡易な所得見込

令和２年２月から令和４年４月までのいずれかの月の所得×１２（月） ー ５５万円

（例）給与所得控除による計算例

令和４年度の申請における簡易な所得見込

令和３年１月から令和５年４月までのいずれかの月の所得×１２（月） ー ５５万円


